
飛行禁止区域

飛行禁止区域：渡良瀬貯水池(谷中湖)及び周辺エリア上空
（渡良瀬遊水地 第一調節池）

飛行禁止区域外であっても、関係法令、地方公共団体が定める条例を遵守し、その他ガイド
ライン等を踏まえた運用すること
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